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物価高騰対策支援給付金 【Q＆A】
 
1 対象者・制度全般について 
	Q１ 
	給付対象者の要件は。 

	A１ 
	対象となる農業者は、個人・法人を問いませんが、 
1 令和8年１月１日を基準日として余市町内に住所又は主たる事業所を有し、令和６年分又は令和７年分の税申告において農業による収入があること 
2 令和６年又は令和７年に営農の実績があり、令和８年以降も継続の意思があることを要件としています。 
3 令和７年中に新規に農業者になった者は、経営の実態が確認できるものに対して給付対象となります。


 
 
	Q２ 
	基準日（令和８年１月１日）時点で余市町に居住していましたが、その後町外へ転出しています。申請できますか。 

	A２ 
	申請できます。 
基準日時点で余市町内に住所を有する場合は、申請時点に町外に転出していても対象となります。 
ただし、令和８年以降も町内において営農の意思があることが要件となります。


 

	Q３ 
	余市町外に居住していますが、余市町内の農地を耕作しています。申請できますか。 

	A３ 
	申請できます。 
ただし、余市町に農地があり、通いで農業を行い本町農業に貢献または寄与していると認められる場合にあっては対象とするが、所在する市町村で同様の物価高騰支援対策としての助成金等を受給している者は対象外とします。


 

	Q４ 
	余市町内に居住していますが、余市町外の農地を耕作しています。申請できますか。 

	A４ 
	申請できます。
対象となるのは基準日の令和８年１月１日時点に余市町内に住所を有する方です。耕作している農地が町内か町外かは問いません。


 

	Q５ 
	令和６年分の税申告後に亡くなっている場合は対象になりますか。 

	A５ 
	申請時点で亡くなっている方は対象になりません。 
ただし、亡くなった方から農業を継承していると確認できた場合は、継承者が申請できます。詳しくは農林水産課にお問い合わせください。 


 
	Q６
	親子で別々に農業者として確定申告を行っていますが、それぞれが申請できますか。 

	A６ 
	親子や夫婦に関係なく、個人ごとに確定申告を行っており、それぞれに農業収入があるなど、対象者の要件を全て満たすのであれば、個別に申請できます。 


 
	Q７ 
	農業収支が赤字であるため、税申告を行っていません。その場合はどのようにしたらよいでしょうか。 

	A７ 
	令和６年分の税申告により要件を満たすかを確認することができない場合は、他の方法で証明できる書類を添えて申請をしてください。（営農証明書など） 


 

	Q８ 
	令和７年中に営農を開始しました。申請をすることはできますか。 

	A８ 
	申請できます。 
新規就農者にあっては農業委員会の発行する営農証明書、又は令和７年分の農業収入がわかる書類をご提出ください。


 
2 申請等について 
	Q９ 
	申請書の「誓約・同意事項」に誓約・同意できない場合は、申請できませんか。 

	A９ 
	申請できません。助成金の交付要件や交付手続に必要な内容であるため、誓約・同意いただける方が対象です。 


 
	Q１０ 
	助成金の受領後、交付要件に該当しないことが分かった場合や申請に虚偽の内容が含まれていた場合は、どうなりますか。 

	A１０ 
	町長がやむをえないと認める場合を除き、助成金を返還していただきます。 


 
	Q１１ 
	申請書の入手方法は。 

	A１１ 
	対象と思われる組合員の方々には郵送いたします。それ以外の方は本庁2階農林水産課または余市町農業協同組合の窓口で申請書を配布します。また余市町ホームページからも取得可能です。 


 
	Q1２
	申請書の提出方法は。 

	A1２
	農業者にあっては余市町農業協同組合まで持参又は郵送してください。
農林水産課においても提出書類の受け取りを行います。 


 
	Q１３ 
	支払方法と支払時期は。 

	A１３ 
 
	申請書に記入いただいた指定口座（申請者本人名義）に入金します。 
申請書を受付後、書類の審査を行い、適正と認められた時点で所定の手続きのもと指定口座へ支払います。書類に疑義、不備等があれば確認や再提出などで支払いが遅れる場合があります。 


 
添付書類について 
 
	Q１４
	振込先口座（申請者名義）の通帳写しが無い場合はどうしたら良いですか。 

	A１４ 
	「口座の銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座のカナ名義」が分かるもの（金融機関が発行する当座勘定照合表、残高証明書、口座証明書、当座預金入金帳、キャッシュカード等）の写しを提出してください。 


 

	Q１５ 
	助成金の使途に制限はありますか。物価高騰に係る資材費等に使う必要がありますか。 

	A１５ 
	使途に指定はありません。今後の営農又は漁業に必要な経費へご活用ください。 
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